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自己紹介

豊田隆俊（とよだたかとし 71歳）
兵庫県川西市在住 妻の2人住まい
化学会社を４０年近く勤務 10年前定年退職
豊田労働コンサルタント事務所を設立
個人事業主
（資格）
・安全（化学CSP）と衛生（衛生工学CIH）のコンサル
タント
・環境計量士、作業環境測定士
・技術士（環境部門・総合技術監理部門） など
（趣味）へたなゴルフ
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行政が50年にわたる「個別規制型」から「自律的な
管理」に大きく舵を切った、その理由は、この3つ
①化学物質による労働災害が後を絶たずその原因の

多くが未規制物質であること、
②化学物質数が増大しその用途も多様化しており、

特定の化学物質をリストアップして管理する方法が困
難であること、
③さらに地球規模の化学品管理の潮流から国際基準

を受け入れる必要性があること、

従って①と②を満足する方法
⇒化学物質のリスクアセスメント（RA）

１．法改正の背景
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自律的管理関連の今回の改正内容（概略）

896

厚生労働省リーフより
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ステップ 内容 内容詳細

1 化学物質などによ
る危険性又は有
害性の特定

例えば、作業標準等に基づき、リスク
アセスメント等の対象となる業務を洗
い出した上で、SDSに記載されてい
るGHS分類結果に即して危険性又
は有害性を特定する。

2 特定された危険性
又は有害性による
リスクの見積
（安衛則第34条
の2の7第２項）

・危険性については、危険を及ぼし健
康障害を生ずるおそれの程度（発
生可能性） と当該危険の程度
（重篤度）により、リスクを見積もる。
・有害性については、化学物質等に
さらされる程度（ばく露の程度）と有
害性の程度によりリスクを見積もる。

（１）化学物質のリスクアセスメントはどのような手順
で実施する？



ステップ 内容 内容詳細

3 リスクの見積
に基づくリスク
低減措置の
内容の検討
(安衛法第
57条の３第
１項)

次に掲げる優先順位で措置内容を検討する。
①（本質的な対策）危険性又は有害性の
より低い物質への代替、化学反応のプロセス
などの運転 条件の変更、取り扱う化学物質
などの形状の変更など、またはこれらの併用に
よるリスクの低減
②（工学的な対策）化学物質のための機
械設備などの防爆構造化、安全装置の二重
化などの工学的対策または化学物質のため
の機械設備などの密閉化、局所排気装置の
設置などの衛生工学的対策
③ (管理的対策）作業手順の改善、時間
制限、立入禁止などの管理的対策
④ （個人用保護具着用） ばく露防止の
ための適正な保護具の選択・使用

7



ステップ 内容 内容詳細

4 リスク低減措置の実
施

① 法律又はこれに基づく命令の規
定による措置を講ずるほか、検討した
結果に従い、必要な措置を講ずるよ
うに努める（安衞法第57条の３第
２項)
②労働者のばく露の程度を最小限
度にする（安衛則第577条の2第
１項)⇒義務
③労働者がばく露される程度を厚生
労働大臣が定める濃度基準以下と
する（安衛則第577条の2第２
項)⇒義務
※②、③は、呼吸用保護具内側の
濃度でOK
したがって実測か、推定ばく露濃度が
出るツールを用いることが望ましい→
クリエイトシンプルへ 8
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ステップ 内容 内容詳細

5 リスクアセスメント
結果の労働者へ
の周知（安衛則
第34条の２の
８)

リスクアセスメントを実施したら、次に
掲げる事項を、化学物質等を製造し、
または取り扱う業務に従事する労働
者に周知する。
①対象物の名称
②対象業務の内容
③リスクアセスメントの結果（特定し
た危険性又は有害性、見積もったリ
スク）
④実施するリスク低減（危険又は健
康障害を防止するため必要な措置
の内容）

あと、記録（3年間）保存へ



（２）化学物質のリスクアセスメントを実施するにあた
つての留意事項
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化学物質RA
の留置事項

具体的事項

リスクアセス
メント対象物
（896物質）

リスクアセスメント通知対象物が該当する。SDS交付等に
よる通知、リスクアセスメントの実施が義務付けられている
物質・混合物であり、具体的には労働安全衛生法施行令別表
第３第１号（製造許可物質）及び別表第９で指定された物質
並びに（令和7年4月1日以降）労働安全衛生規則別表第２
で指定された物質と当該物質を裾切値以上含む混合物である。

がん原性物質
（198物質）

新たな化学物質規制において、厚生労働大臣が定める「がん
原性物質」については、作業記録及び健康診断の結果等につ
いて30年保存しなければならないとされている。国による
GHS分類の結果、発がん性が区分１（区分１A又は区分１
B）に分類されたものとする。なお、臨時に取り扱う場合は
除かれる。

表示対象物質と通知対象物質は、裾切値（未満非該当）が相違
し、通知対象物質の方が、低いケースがある。
例）アクリル酸メチル １％ 0.1％
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化学物質
RAの留置
事項

具体的事項

皮膚等障害
化学物質
（1064物
質）

皮膚刺激性有害物質と皮膚吸収性有害物質で構成されている。
該当すれば、不浸透性の保護具着用義務となる。なお、
「●eye」の表示あれば、保護眼鏡のみの着用義務となる。
（皮膚刺激性有害物質）とは、国が公表するGHS分類の結果
及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報
のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・
眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで
区分１に分類されている化学物質。ただし、特定化学物質障害
予防規則（昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」とい
う。）等の特別規則において、皮膚又は眼の障害を防止するた
めに不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除
く。
（皮膚吸収性有害物質）とは、皮膚から吸収され、若しくは皮
膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな
化学物質。ただし、特化則等の特別規則において、皮膚または
眼の障害等を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務
付けられているものを除く。



2. クリエイトシンプルの使い方
マニュアルver3.0 対応から
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(1)クリエイトシンプルツールの紹介 13



カーソル合わせ、
左クイックで、
ダウンロードを行う
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直近ファイルが一番上の行に
現れているので、このファイル
を選択し、右クイックで左の
「プロパティ」の窓を出す。
セキュリティの「許可する」にク
イックし、 を入れ、適用、
OKボタンを押す。
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↑編集を有効にする（E) へ



(2)クリエイトシンプルのマニュアル紹介
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皮膚等障害化学物質、濃度基準値設定物質、
がん原性物質への該当確認ができる
ただし、特別則該当や、特別管理物質の記載は、ない。

26



27

手入力
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リスクⅡ-Bと短時間Ⅲは、確認測定を実施すること。

皮膚等障害化学物質、
がん原性物質該当は注意
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旧バーションとは評価が相違するケースがある



47



１，２は省略
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入荷担当部署が、この製品DBへ入力し、製造する各部署がそ
の共通DBを利用して、工程別にリスクアセスメントを実施す
るような使い方ができるのでは、
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15分値が８時間値の
ばく露の変動が小さい作業；4倍
ばく露の変動が大きい作業：６倍
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指定防護係数を上回る製造者が明らかにする書面が
添付されている場合は、指定防護係数を変更すること
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(3)クリエイトシンプルの設計基準（抜粋） 73
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3．事例紹介とツールでの判定結果
の注意点
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事例紹介 糊跡払拭清掃作業

1.実施場所：食品製造場所
2.製品名称：パーツクリーナー
3.作業内容等：工場において、
工場床面に付着しているテープ
糊痕を落とす作業で、たまたま
作業場に置いてあったスプレー式
のパーツクリーナーを糊痕に吹き付けながら手作業で剥ぎ取り
作業を行っていたところ気分が悪くなった。救急車で病院へ搬
送され、「四肢しびれ」、「呼吸困難」があり検査の結果「急
性薬物中毒」と診断された。なお、剥ぎ取り作業時、工場常
設の換気扇は稼働していたが、防毒マスク等の保護具は着
用していない。

90

職場あんぜんサイトの災害事例より



糊跡払拭清掃作業

4.パーツクリーナー使用量:840ｍL：670g（イソヘキサン:50～
60Wt%、エタノール:10～20wt％、LPG：ブタン、プロパン（噴射
剤）：20～30wt％、二酸化炭素（噴射剤）：1.5～5.0Wt%
5.飛散しやすい作業の有無：あり
6.塗布面積換算： 1m2以下
7.換気状況：工場壁面上部の換気扇による全体換気
8.作業時間:（15分×2回）/日
9.1週間当たりの作業頻度：上記8.の作業を週1日
10.化学製品等の使用温度：室温（30℃）
11.皮膚への付着の程度：素手での作業

（小さな飛沫の可能性がある。）
12.手袋の適正な使用方法に関する教育の有無：なし
13.着火源を取り除く対策の有無：なし
14.近傍で有機物や金属の取扱いの有無：なし
15.取扱い物質が空気又は水に接触する可能性の有無：あり（空
気）
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製品SDSより抜粋
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気体にすると、危険性しか判定せず
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Q１ 製品の取扱い量は
：少量
Q2 スプレー作業など飛散し
やすい作業か
：はい
Q3 化学物質を塗布する面積
は1m2以上か
：いいえ
Q４ 換気状況は
：換気レベルC（全体換気）
Q5 1日あたりの作業時間
は：
：30分以下
Q6 化学物質の取扱い頻度は
：週１回未満⇒４回/月
Q7 作業でのばく露濃度の変
動は
：大きい
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Q8 皮膚に接触する面積は
：大きなコインのサイズ、小さな
飛沫
Q9 適した手袋を着用している
：していない
Q10 手袋の教育を受けたか
：行っていない
Q11 取扱い温度は
：室温
Q12 着火源を取り除く対策は
：いいえ
Q13 爆発性雰囲気形成防止対策
を講じているか
：いいえ
Q14 近傍で有機物や金属はある
：はい
Ｑ15 取扱い物質が空気や水に
触れる：はい
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ばく露限界値（ppm）
経皮（mg/日）

推定ばく露濃度（ppm）
経皮（mg/日）

吸入
8時間

吸入
15分

経皮 吸入
8時間

吸入
15分

経皮

２－メチ
ルペンタ
ン

200 1,000 5,284 5-50
Ⅱ-A

3,000
Ⅲ

0.00497
Ⅰ

エタノール 200 800 2,825 3-30
Ⅱ-A

1,800
Ⅲ

10.3
Ⅰ

リスクレベルは、2‐メチルペンタンでは、
吸入８時間 50/200=0.4 ⇒Ⅱ-A
吸入15分 3,000/1,000=3倍 ⇒Ⅲ
合計リスクは、８時間吸入と経皮で計算 50/200＋
0.00497/5,284≒0.04 ⇒Ⅱ

吸入15分がⅢなので、確認測定を実施すべき
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濃度基準値が設定された物質においては、
以下の場合は、確認測定（ばく露測定）の実施が必要とな
る。
確認測定は、屋内作業において、ア.により労働者の呼吸域

における物質の濃度が濃度基準値の2分の1を超えると評価さ
れた物質について行う。⇒クリエイトシンプルで吸入が、現状の行
（保護具なし）でⅡ-B、Ⅲ、Ⅳが出れば、その物質については、
確認測定を実施すること。
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技術上の指針に準拠した確認測定（ばく露測定）の概要
次ページへつづく

100

項目 具体的内容

測定対象者の選定 ・均等ばく露作業ごとに選定する
・最大ばく露労働者に着目する

８時間濃度基準値：最低限２名
短時間濃度基準値：１名
特定できない場合は、人数の５分の１

・複数データが平均値の0.5～2倍の間に収まるべ
きこと

試料空気の採取時
間
（８時間濃度基準
値）

・連続する８時間の測定を原則とする
・均一ばく露が明らかな場合に限り短縮可

（過去の測定結果、作業工程の観察等により判
断）
・短時間作業の場合は、ばく露作業の時間のみ

試料空気の採取時
間
（短時間濃度基準
値）

・最もばく露の程度が高いと推定される15分間を
含む３回程度



技術上の指針に準拠した確認測定（ばく露測定）の概要 
101

項目 具体的内容

試料採取機器の装
着

・労働者の身体に装着する
・採取囗は、呼吸域から30cm以内の前方半円内に
装着

測定/分析方法 ・物質別に示された方法または同等以上の精度を有
する方法

確認測定の頻度 ・呼吸域の濃度で判断
濃度基準値超：６ヵ月以内ごと（要呼吸用保護

具）
濃度基準値の２分の１超：事業者設定の一定間隔

その他 ・測定対象者に有効な呼吸用保護具を着用させる
・蒸気及びエアロゾル粒子が同時に存在する場合は、
両方の試料採取が必要な場合がある
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鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)
としてグリーンボーセイ速乾赤さび色（大日本塗料㈱
製）と(1種＝溶剤)を使用した塗装業務

（問い）自社工場（倉庫）内でアングル類にさび止め塗装を
する場合は、どのような規制と対策が必要か。
前提条件
1．屋内作業 取扱い量 1ℓ～1,000ℓ、（回または1日あ
たり）スプレー作業あり、塗布面積1m2超、
2．換気レベルC：ベンチレータ（全体換気）、制御風速：未
確認
3．7～8時間で、週5日実施、ばく露変動は大きい

事例紹介 屋内塗装作業
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4．対策後で、防毒マスク（半面形）を使用
5．シールチェック（日常各自実施）
6. 皮膚等接触：おおきなコインのサイズ、小さな飛沫
7. 取扱い物質に情報ない手袋を使用している
8．保護具の教育、訓練を行っていない
9. 危険性対策なし

クリエイトシンプルVer 3.0 でリスクアセスメントを実施
（結果一覧は、次ページのとおり）
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ばく露限界値（管理目標濃度）

吸入 吸入 経皮吸収 吸入 吸入 経皮吸収 吸入 吸入 経皮吸収 合計 危険性

（８時間）（短時間） mg/day （８時間） （短時間） mg/day （８時間）（短時間） 吸入経皮 爆発火災

1 8052-41-3　ミネラルスピリット（ppm） リスクレベルS

現状 100 300 500～ 5000 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅰ

対策後 100 300 450～4500 5000 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅰ

2 1309-37-1　酸化鉄（mg/ｍ３）

現状 5 15 ６～60 360 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅰ

対策後 5 15 0.09～0.9 5.4 Ⅱ-A Ⅱ Ⅱ Ⅰ

3 2551-13-7　トリメチルベンゼン（ppm） リスクレベルS

現状 10 40 100～1000 5000 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ

対策後 10 40 15～150 900 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅱ

4 111-84-2 n-ノナン(ppm) リスクレベル3

現状 200 600 7865 100～1000 5000 109 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ

対策後 200 600 7865 15～150 900 109 Ⅱ-B Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

5 1314-13-2 酸化亜鉛（mg/m3）

現状 0.5 10 2～20 120 Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅰ

対策後 0.5 10 0.03～0.3 1.8 Ⅱ-B Ⅱ Ⅱ Ⅰ

6 96-29-7　ブタン-2＝オキシム　（ppm) 皮膚等障害化学物質　リスクレベルS

現状 0.005～0.05 0.15 1.335 100～1000 5000 7.74 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅱ

対策後 0.005～0.05 0.15 1.335 15～150 900 7.74 Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅱ

7 1330-20-7　キシレン（ppm) 皮膚等障害化学物質　リスクレベルS

現状 20 100 650.9 500～ 5000 0.753 Ⅳ Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅱ

対策後 20 100 650.9 150～1500 5000 0.753 Ⅳ Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅱ

8 98-82-8　クメン（ppm） 皮膚等障害化学物質　リスクレベルS

現状 10 30 368.5 100～1000 5000 0.264 Ⅳ Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅱ

対策後 10 30 368.5 15～150 900 0.264 Ⅳ Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅱ

9 100-41-4　エチルベンゼン（ppm） リスクレベルS

現状 20 60 651 500～ 5000 0.713 Ⅳ Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ

対策後 20 60 651 150～1500 5000 0.713 Ⅳ Ⅳ Ⅰ Ⅳ Ⅳ

推定ばく露濃度 リスクレベル

クリエイトシンプルVer3.0実施結果（その１）

ブタン-2-オン＝オキシウム（ppm）
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108クリエイトシンプルVer3.0実施結果（その２）
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・特別則適用（第３種有機溶剤）作業なので、従来どおりの
法遵守作業でよいのだが、通知対象物質も含まれているので、
クリエイトシンプルを実施し、追加対応の必要があるかの確認し
ておくこと。
・外付け局排（制御風速確認）で電動ファン付き、半面で
ほぼクリア―できるが、ブタン-２‐オン＝オキシムは、OELがなく、
GHS分類からに基づく管理目標濃度で判定され、発がん性区
分１Bなので、管理目標濃度005ppm未満が挿入され、その
値での判定となるので、リスクレベルをⅡにするのは難しい。
：労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義
務化候補物質リスト（令和4年）なので、できれば材

料変更を検討すること。



110

実施にあっての注意点等

（1）濃度基準値設定物質の場合、「現状」で吸入がⅡ-Ｂ
や、Ⅲ以上の判定なら、確認測定を実施すること。なお、
対策後で、工学的対策、作業管理対策を追加実施するこ
とにし、さらに保護具着用で、「対策後」にⅠやⅡにした
場合は、保護具未着用でもう一度、その対策後の条件を
「現状」に入れて、保護具を着用せずに、Ⅱ-ＢやⅢになっ
ていないことを確認すること。なっていた場合は、確認測
定を実施する必要がある。

（2）特化則（例1％超）や有機則（5％超）に該当しな
い濃度を含む場合、通知対象物質の裾切値（例
0.1％）以上を含む場合は、リスクアセスメント実施
が必要となるので、含有成分濃度を確認すること。



111

実施にあっての注意点

（３）含有成分のなかに、皮膚等障害化学物質に該当する
成分が含まれる場合は、経皮ⅠやⅡであっても、不浸透
性保護具の着用義務になるので、留意すること

（４）含有成分のなかに、がん原性物質に該当する成分が
含まれる場合は、その含有成分を含む物質が、30年間の
作業記録の作成が必要となるので、留意すること。

（5）評価は、成分ごとになるので、物質間の相乗作用等
（有害性アップ）などが、考慮されていないことには留意し
ておくこと。



４．活用方法・まとめ
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（１）非常に役立つツールであり、特別則該当の場合でも、
クリエイトシンプルでの判定評価を実施し、職場改善に役
立てることができる。

（２）使用材料の選定判断基準として利用できる。

（３）以前のversionで、実施した場合は、判定基準が変
更されているので、新バーションで評価判定を実施してお
くこと。

（４）爆発火災リスクについては、対策に結び付けにくいの
で、厚生労働省作成の「爆発火災のリスクアセスメントの
ためのスクリーニング支援ツール」などを利用されたい。



以 上

参考資料
・目で見る職業病と労働環境（中央災害防止協会編）平成23年3月29日第１版、
・化学物質管理者テキスト リスクアセスメント対象物 製造事業場・取扱い事業場向け
（中央災害防止協会編）令和6年6月第3版

113


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59
	スライド 60
	スライド 61
	スライド 62
	スライド 63
	スライド 64
	スライド 65
	スライド 66
	スライド 67
	スライド 68
	スライド 69
	スライド 70
	スライド 71
	スライド 72
	スライド 73
	スライド 74
	スライド 75
	スライド 76
	スライド 77
	スライド 78
	スライド 79
	スライド 80
	スライド 81
	スライド 82
	スライド 83
	スライド 84
	スライド 85
	スライド 86
	スライド 87
	スライド 88
	スライド 89
	スライド 90
	スライド 91
	スライド 92
	スライド 93
	スライド 94
	スライド 95
	スライド 96
	スライド 97
	スライド 98
	スライド 99
	スライド 100
	スライド 101
	スライド 102
	スライド 103
	スライド 104
	スライド 105
	スライド 106
	スライド 107
	スライド 108
	スライド 109
	スライド 110
	スライド 111
	スライド 112
	スライド 113

